
 

 

 

 

 

 

 

 

３月８日（月）JR東労組バス関東本部及び、JR バス東北本部は第３回目とな

る安全・政策アドバイザー会議を中央本部にて開催しました。会議には安全・政

策アドバイザーの労働科学研究所・酒井所長をお招きし、さらに連帯している国

際興業労働組合から畠山執行委員長と岡村書記長にもお越しいただきました。１

月１５日に発生した軽井沢スキーバス事故を受け召集された検討会にも委員とし

て出席している酒井所長には、検討会の主旨・概要を説明していただきました。

併せてこの間たしろ議員に高めた私たちの政策と、事故を教訓としてＪＲバス関

東として行うべき対策として申し入れを行った申１２号「軽井沢スキーバス事故

を踏まえた安全確保に関する申し入れ」について再発防止の根幹の議論を行いま

した。 
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第３回 JR バス関東・東北 

安全・政策アドバイザー会議開催 

主な議論内容 
・バス運転者の健康起因事故が減らない。特に年末年始と続いていることを直視していかなくて

はならない。ハード対策も必要だが、人への対策から裾野を広げていくことが重要ではないか。 

・スキーバス事故は日本の構造的課題から生み出されている。経済・利益最優先の日本の社会構

造から推し進められる元請・下請け関係の構造が安全を脅かしている。 

・関越道ツアーバス事故を契機に創られた制度で一定程度安全は確立されたと思っていたが、そ

れ自体が守られていないことについて具体的な対策が求められる。監査体制も実効性がないの

が現実だ。 

・下限運賃を決めていたにも拘らず、法令をすり抜ける手数料のキックバックで運賃ダンピング

構造が実質変わっていない。バス会社と旅行会社の主従関係に抜本的な対策が必要だ。 

・改善基準告示の改善は必要だ。厚生労働省も意識は持っているがなかなか進展しない。拘束時

間・休息時間等ピンポイントではなく、改善基準全体をみて声を上げていくことが必要ではな

いか。 

・小さな鉄道会社の乗務員訓練をＪＲ東日本の訓練施設で行っている例がある。大手バス会社の

訓練施設でバス業界全体の訓練体制を底上げしていくこともよいのではないか。 

・バス会社の安全評価制度は確立されているが最後は乗務員の技量に懸かっていることは事実。

初任運転ほど、また年齢が高くなるほどリスクも高い。利用者からの観点でスキルの開示もあ

ってよいのではないか。 

 

 


